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墨田区介護保険条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

１ 改正理由及び内容 

  介護保険法施行令の一部改正（2.3.30 公布、2.4.1 施行）により、所得段階が

第１段階から第３段階までの第１号被保険者に係る介護保険料の軽減割合が改め

られたため、当該被保険者に係る保険料率を次のとおり改める。 

被保険者の区分 

現   行 改 正 案 

軽減割合 軽減割合 

保険料率 保険料率 

第１段階(割合（※）０．５) 
被保険者が老齢福祉年金受給者で、世帯員全

員が住民税非課税の者、生活保護法に定める

被保護者、被保険者の世帯員全員が住民税非

課税で、公的年金等に係る雑所得を控除した

合計所得金額（※）と公的年金等の収入金額

の合計が８０万円以下の者 

０．１２５ 

２９，１６０円 

０．２ 

２３，３２８円 

第２段階 (割合０．６２５) 
被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、公

的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金

額と公的年金等の収入金額の合計が８０万円

を超え、１２０万円以下の者 

０．１２５ 

３８，８８０円 

０.２５ 

２９，１６０円 

第３段階 (割合０．７５) 

被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、公

的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金

額と公的年金等の収入金額の合計が１２０万

円を超える者 

０．０２５ 

５６，３７６円 

０．０５ 

５４，４３２円 

※ 割合…介護保険法施行令第３９条第１項各号に定める割合を標準として区が定める割合 

※ 合計所得金額…地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額から租税特 

別措置法で規定されている長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得 

た額 

２ 施行期日等 

公布の日（令和２年度分から適用） 


